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(57)【要約】
【課題】面状照明装置の更なる薄型化を促進しつつ、色
むらを軽減する。
【解決手段】点状光源１４を構成する白色ＬＥＤの、発
光面１４ａから光軸に対して傾斜する方向に出射される
光は、光軸との角度がより大きいほど、黄色味を帯びる
傾向があり、かつ、導光板１２の出射面１２ａの入光面
１２ｃ寄りの領域から出射する傾向がある。この黄色味
を帯びた光が、回路基板１４を平面視したときの、点状
光源１４の発光面１４ａからの光の出射方向前方部分と
、一対のランド部間の部分に露出する、黒色部材から構
成された第２カバーレイフィルム２６によって吸収され
る。このため、導光板１２の入光面１２ｃに入射する光
のうち、点状光源１４の発光面１４ａから光軸に対して
傾斜する方向に出射される黄色味を帯びた光の比率が、
減少することとなる。その結果、面状照明装置１０の更
なる薄型化を促進しつつ、面状照明装置１０の色むらを
軽減することが可能となり、ことが可能となる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
対向する一対の主面の一方を光の出射面とする導光板と、該導光板の入光面に対向して配
置される点状光源と、該点状光源が実装される回路基板と、を含む面状照明装置であって
、
　前記回路基板は、ベースフィルムと、該ベースフィルムの第１面に積層される第１導体
層及び第１カバーレイフィルムと、該ベースフィルムの第２面に積層される第２導体層及
び第２カバーフィルムとを含み、
　前記第１導体層には、前記点状光源の一対の電極端子が電気的に接続される一対のラン
ド部を含み、
　前記第２カバーレイフィルムが、光吸収機能を有する要素を含んで構成され、
　かつ、前記回路基板を前記ベースフィルムの第１面側から平面視したときの、前記点状
光源の発光面からの光の出射方向前方部分と、前記一対のランド部間の部分に、前記第２
カバーレイフィルムが露出していることを特徴とする面状照明装置。
【請求項２】
前記点状光源が、発光チップと蛍光体と有し、
　前記第２カバーレイフィルムが、少なくとも前記蛍光体が発光する光を吸収する要素を
含んで構成されていることを特徴とする請求項１記載の面状照明装置。
【請求項３】
前記第２カバーレイフィルムが、黒色部材を含んで構成されていることを特徴とする請求
項２記載の面状照明装置。
【請求項４】
前記回路基板を平面視したときの、前記第２カバーレイフィルムの、前記点状光源の光の
出射方向前方部分が、前記導光板の主面と重なるようにして配置されていることを特徴と
する請求項１から３のいずれか１項記載の面状照明装置。
【請求項５】
前記ベースフィルムは、前記回路基板を平面視して、前記点状光源の発光面と略一致する
前方端辺を有すると共に、前記点状光源と重なる位置に、前記前方端辺から後方へ向かっ
て延びる切欠きが形成されていることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項記載の
面状照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置等の照明手段として用いられる面状照明装置に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　今日、パーソナルコンピュータや携帯電話等の電子装置の表示デバイスとして、液晶表
示装置と面状照明装置との組合せが、薄型化が容易であるという利点を有することから広
く使用されている。又、近年の白色発光ダイオード（ＬＥＤ）の高性能化に伴い、面状照
明装置のさらなる小型・薄型化及び低消費電力化を図るため、光源として白色ＬＥＤを使
用した面状照明装置も一般的となっている。
　このような面状照明装置は、後述するように（図１参照）、対向する一対の主面の一方
を光の出射面とする導光板と、導光板の入光面に対向して配置されるＬＥＤと、ＬＥＤが
実装される回路基板と、を備えている。ＬＥＤには、例えば、図３に示される白色ＬＥＤ
１００が使用される（例えば、特許文献１参照）。この白色ＬＥＤ１００は、青色ＬＥＤ
チップ１０２が黄色蛍光体１０４によって、白色樹脂からなるランプハウス１０６に封止
された構造を有するものである。図示のように、青色ＬＥＤチップ１０２は、ランプハウ
ス１０６の長手方向の略中央部に配置されている。又、電極端子（図示省略）が、ランプ
ハウス１０６の長手方向の両端に配置されている。そして、この電極端子が実装される回
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路基板には、フレキシブルプリント基板（ＦＰＣ：Flexible Print Circuits）が広く用
いられている。
【０００３】
　ＦＰＣは、導体層を保護するカバーレイフィルムを備えており、このカバーレイフィル
ムを白色とした、サイドライト方式の面状照明装置が提案されている（例えば、特許文献
２参照）。この白色カバーレイフィルムは、フィルム基材の全面に白色反射層を形成した
ものであり、保護部材として機能すると共に光反射部材としても機能するものである。す
なわち、表示デバイスの構造上、ＬＥＤの発光面と導光板の入光面との間に隙間が介在す
るような場合においても、この隙間が白色カバーレイフィルムで塞がれることで、ＬＥＤ
の発光面より出射された光がその隙間から外部に漏れる光を低減するものとなる。又、白
色カバーレイフィルムによって反射した光は導光板の入光面から導光板に入射し、導光板
の光の出射面の輝度が向上するものとなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１４－１６４９９５号公報
【特許文献２】特開２０１３－１３１４４４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、面状照明装置の点状光源として、図３に示されるような青色ＬＥＤチップ１
０２と黄色蛍光体１０４とからなる白色ＬＥＤ１００が使用される場合には、一般に、発
光面１００ａからの光の出射方向前方、即ち、光軸と平行な方向に向かって出射される光
Ｌ３と比べ、光軸に対して傾斜する方向に出射される光Ｌ２、Ｌ１は、黄色味を帯びる傾
向がある。しかも、光軸との角度がより大きいＬ２よりもＬ１の方がより黄色味が強くな
る。これは、青色ＬＥＤチップ１０２から出射された光が発光面１００ａに至るまでの距
離、即ち、黄色蛍光体１０４を通過する光の経路が、Ｌ３＜Ｌ２＜Ｌ１と順に長くなるこ
とに起因するものである。又、光軸に対し傾斜した光Ｌ１、Ｌ２は、発光面１００ａから
導光板の入光面に入射し、出射面の入光面寄りの領域から出射する傾向にある。このため
、ＦＰＣのカバーレイフィルムに白色カバーレイフィルムを使用した場合には、導光板の
出射面のうち入光面寄りの領域から出射する光が黄色味を帯び、これにより色むらが認識
されるという不具合が生じる場合がある。
【０００６】
　一方で、面状照明装置には、照明性能の向上と共に薄型化の要請があるが、薄型化が進
行するほど、上述の色むらの発生も顕著になる傾向がある。
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、面状照明
装置の更なる薄型化を促進しつつ、色むらを軽減することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
（発明の態様）
　以下の発明の態様は、本発明の構成を例示するものであり、本発明の多様な構成の理解
を容易にするために、項別けして説明するものである。各項は、本発明の技術的範囲を限
定するものではなく、発明を実施するための最良の形態を参酌しつつ、各項の構成要素の
一部を置換し、削除し、又は、更に他の構成要素を付加したものについても、本願発明の
技術的範囲に含まれ得るものである。
【０００８】
　（１）対向する一対の主面の一方を光の出射面とする導光板と、該導光板の入光面に対
向して配置される点状光源と、該点状光源が実装される回路基板と、を含む面状照明装置
であって、前記回路基板は、ベースフィルムと、該ベースフィルムの第１面に積層される
第１導体層及び第１カバーレイフィルムと、該ベースフィルムの第２面に積層される第２
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導体層及び第２カバーフィルムとを含み、前記第１導体層には、前記点状光源の一対の電
極端子が電気的に接続される一対のランド部を含み、前記第２カバーレイフィルムが、光
吸収機能を有する要素を含んで構成され、かつ、前記回路基板を前記ベースフィルムの第
１面側から平面視したときの、前記点状光源の発光面からの光の出射方向前方部分と、前
記一対のランド部間の部分に、前記第２カバーレイフィルムが露出している面状照明装置
（請求項１）。
【０００９】
　本項に記載の面状照明装置においては、点状光源の発光面から光軸方向（点状光源の発
光面に垂直な方向）に向かって出射された光は、導光板の入光面に入射し、導光板内を進
行する過程で適切に光路変更され、対向する一対の主面の一方である出射面から出射され
る。一方、点状光源の発光面から光軸方向に対し傾斜する方向に向かって出射された光の
うち、回路基板をベースフィルムの第１面側から平面視したときの、点状光源の発光面か
らの光の出射方向前方部分と、一対のランド部間の部分とに進行する光は、回路基板の当
該部分に露出する第２カバーレイフィルムに吸収される。従って、導光板の入光面に入射
する光のうち、点状光源の発光面から光軸に対して傾斜する方向に出射される光の比率が
減少し、その結果、導光板の出射面から出射される光に占める、点状光源の発光面から光
軸方向に向かって出射された光の比率が増大することとなる。
【００１０】
　（２）上記（１）項において、前記点状光源が、発光チップと蛍光体とを有し、前記第
２カバーレイフィルムが、少なくとも前記蛍光体が発光する光を吸収する要素を含んで構
成されている面状照明装置（請求項２）。
　本項に記載の面状照明装置は、点状光源が発光チップと蛍光体とを有するものであるこ
とから、発光チップの光の色と、この光を吸収した蛍光体が発光する光の色との混色によ
り、所定の色に見える発光スペクトルを実現するものである。具体例としては、発光チッ
プの青色光と、黄色蛍光体が発光する黄色光との混色による白色に発光する白色ＬＥＤが
挙げられる。白色ＬＥＤの場合には、前述のように、発光チップと蛍光体とを有する白色
ＬＥＤの発光面から光軸に対して傾斜する方向に出射される光は、光軸との角度がより大
きいほど、黄色味を帯びる傾向があり、かつ、導光板の出射面の入光面寄りの領域から出
射する傾向がある。この黄色味を帯びた光が、回路基板をベースフィルムの第１面側から
平面視したときの、点状光源の発光面からの光の出射方向前方部分と、一対のランド部間
の部分に露出する第２カバーレイフィルムの、蛍光体が発光する光を吸収する要素によっ
て吸収される。このため、導光板の入光面に入射する光のうち、点状光源の発光面から光
軸に対して傾斜する方向に出射される黄色味を帯びた光の比率が、減少することとなる。
【００１１】
　なお、第２カバーレイフィルムの、蛍光体が発光する光を吸収する要素としては、例え
ば、第２カバーレイフィルムの材料に混入される、蛍光体が発光する光を吸収する素材や
、無色透明又は黄色半透明な材料で形成された第２カバーレイフィルムの表面にコーティ
ングされる、蛍光体が発光する光を吸収する素材等が挙げられる。
　又、第２カバーレイフィルムの表面に蛍光体が発光する光を吸収する素材がコーティン
グされる構成を有する場合には、素材のコーティング範囲を、点状光源の前方の全ての領
域に施す必要はなく、例えば、点状光源の発光面からの光の出射方向前方部分や、前記一
対のランド部間の部分、すなわち、第２カバーレイフィルムの表面のうち、発光面から出
射される光が当たり得る範囲にのみコーティングすることとしても良い。
【００１２】
　（３）上記（１）（２）項において、前記第２カバーレイフィルムが、黒色部材を含ん
で構成されている面状照明装置（請求項３）。
　本項に記載の面状照明装置は、黒色部材によって、回路基板をベースフィルムの第１面
側から平面視したときの、点状光源の発光面からの光の出射方向前方部分と、一対のラン
ド部間の部分において、点状光源の発光面から光軸に対して傾斜する方向に出射される光
が、第２カバーレイフィルムに吸収される。黒色部材は、例えば、第２カバーレイフィル
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ムの材料に混入される黒色素材である場合や、無色透明又は黄色半透明な材料で形成され
た第２カバーレイフィルムの表面にコーティングされる黒色素材等が挙げられる。
【００１３】
　（４）上記（１）（２）項において、前記第２カバーレイフィルムが、青色部材を含ん
で構成されている面状照明装置。
　本項に記載の面状照明装置は、上記（３）項の第２カバーレイフィルムの黒色部材を、
青色部材に置換したものであり、これによって、点状光源の発光面から光軸に対して傾斜
する方向に出射される光のうち、青色以外の光が吸収されるものである。特に、上記（２
）項で言及したように、発光チップと蛍光体とを有する白色ＬＥＤが用いられる場合にお
いて、発光面から光軸に対して傾斜する方向に出射される黄色味を帯びた光が、第２カバ
ーレイフィルムの青色部材によって吸収されることとなる。
【００１４】
　（５）上記（１）から（４）項において、前記回路基板を平面視したときの、前記第２
カバーレイフィルムの、前記点状光源の光の出射方向前方部分が、前記導光板の主面と重
なるようにして配置されている面状照明装置（請求項４）。
　本項に記載の面状照明装置は、回路基板を平面視したときの、第２カバーレイフィルム
の、点状光源の光の出射方向前方部分が、導光板の主面と重なるようにして配置されるが
、この部分は、上記（１）項で特定されるように、回路基板をベースフィルムの第１面側
から平面視した状態で、第２カバーレイフィルムが露出している。すなわち、導光板の主
面と重なる、点状光源の光の出射方向前方部分は、上記多層構造のうちの第２カバーレイ
フィルム以外の要素が存在せず、第２カバーレイフィルムが直接的に導光板の主面と重な
ることとなる。
【００１５】
　（６）上記（１）から（５）項において、前記ベースフィルムは、前記回路基板を平面
視して、前記点状光源の発光面と略一致する前方端辺を有すると共に、前記点状光源と重
なる位置に、前記前方端辺から後方へ向かって延びる切欠きが形成されている面状照明装
置（請求項５）。
　本項に記載の面状照明装置は、ベースフィルムが、回路基板を平面視して、点状光源の
発光面と略一致する前方端辺を有すると共に、点状光源と重なる位置に、前方端辺から後
方へ向かって延びる切欠きが形成されることで、ベースフィルムの第２面に積層される第
２カバーレイフィルムは、回路基板をベースフィルムの第１面側から平面視したとき、前
方端縁の更に前方及び切欠きの部分において露出する。換言すれば、ベースフィルムの前
方端辺と切欠きとは、ベースフィルムの第２面側から見て、第２カバーレイフィルムによ
って覆われる。
【００１６】
　（７）上記（１）から（６）項において、前記第１カバーレイフィルムは、回路基板を
前記ベースフィルムの第１面側から平面視して、点状光源の発光面と略一致する前方端辺
を有すると共に、前記点状光源と重なる位置に、前記第１導体層の一対のランド部を露出
させるための、前記前方端辺から後方へ向かって延びる切欠きが形成されている面状照明
装置。
　本項に記載の面状照明装置は、第１カバーレイフィルムは、回路基板をベースフィルム
の第１面側から平面視して、点状光源の発光面と略一致する前方端辺を有すると共に、点
状光源と重なる位置に形成された、前方端辺から後方へ向かって延びる切欠きにおいて、
第１導体層の一対のランド部が露出する。このため、点状光源は、第１カバーレイフィル
ムに干渉することなく、その電極端子が一対のランド部に対して電気的に接続される。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明はこのように構成したので、面状照明装置の更なる薄型化を促進しつつ、色むら
を軽減することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【００１８】
【図１】本発明の実施の形態に係る面状照明装置の、必須の構成要素を模式的に示したも
のであり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のＤ－Ｄ断面図である。
【図２】図１に示される面状照明装置の、回路基板を示す模式図であり、（ａ）は平面図
、（ｂ）は（ａ）のＡ－Ａ断面図、（ｃ）は（ａ）のＢ－Ｂ断面図、（ｄ）は（ａ）のＣ
－Ｃ断面図である。
【図３】発光チップと蛍光体とを有する白色ＬＥＤの模式断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。なお、従来技術と同一部分若し
くは相当する部分については、適宜同一の符号を付して、詳しい説明を省略する。又、以
下の説明における「上」、「下」の方向は、本説明における面状照明装置を平置きした状
態での、上下方向を意味するものである。又、「前」、「後」の方向は、本説明における
面状照明装置を平置きした状態での、点状光源の発光面からの光の出射方向前方と、その
反対方向とを意味するものである。又、「略一致」は、完全一致状態に加え、寸法精度や
組立制度上の誤差を許容した一致状態を含むものである。
【００２０】
　図１に示される面状照明装置１０は、対向する一対の主面１２ａ、１２ｂのうちの一方
を光の出射面１２ａとする導光板１２と、導光板１２の入光面１２ｃに対向して配置され
る点状光源１４としてのＬＥＤと、点状光源１４が実装される回路基板１６とを備えてい
る。又、導光板の出射面１２ａの上方には、拡散シートやプリズムシート等の光学シート
類（図示省略）が配置され、出射面１２ａと対向する主面１２ｂの下方には、反射シート
（図示省略）が配置されている。更に、これらの構成要素が、例えば合成樹脂や金属から
なるフレーム（図示省略）に収納されて、一体に構成されている。
【００２１】
　導光板１２は矩形平板状をなしている。図１の例では、対向する一対の主面１２ａ、１
２ｂが互いに平行な平板状をなしているが、出射面１２ａから光が出射する範囲の厚みよ
りも、入光面１２ｃが位置する端部の厚みが大きくなるように、いわゆる入光楔部が、入
光面１２ｃから所定の幅の範囲に設けられた導光板が用いられる場合もある。
　点状光源１４としてのＬＥＤは、全体としては直方体状をなしており、電極端子を備え
る面底面と直交する側面が発光面１４ａとして構成された、いわゆるサイドビュータイプ
の白色ＬＥＤである。その具体的内部構造については、図３に示される白色ＬＥＤ１００
と同様であることから、詳しい説明を省略する。
【００２２】
　回路基板１６は、いわゆる両面ＦＰＣであり、図２にも示されるように、ベースフィル
ム１８と、ベースフィルム１８の第１面（点状光源１４が実装される実装面側の面）に積
層される第１導体層２０及び第１カバーレイフィルム２２と、ベースフィルム１８の第２
面（第１面の裏面）に積層される第２導体層２４及び第２カバーフィルム２６とを含む、
積層構造を有している。ベースフィルム１８は、第１導体層２０及び第２導体層２４を担
持するものであり、第１カバーレイフィルム２２及び第２カバーレイフィルム２６は、各
々、第１導体層２０及び第２導体層２４を覆うものである。又、図示の例では、回路基板
１６には、二つの点状光源１４が、それらの長手方向（図１（ａ）の上下方向）に沿って
列状に実装されるように、回路基板１６は平面視で長方形に形成されている。
【００２３】
　第１カバーレイフィルム２２は、概略櫛状に形成されている。具体的には、第１カバー
レイフィルム２２は、回路基板１６をベースフィルムの第１面側から平面視して（図２（
ａ）参照）、点状光源１４の長手方向両脇に配置される両端部２２１と、点状光源１４の
後方に位置して、各両端部２２１をつなぐ連結部２２２とを有している。換言すれば、第
１カバーレイフィルム２２の前端部、すなわち、両端部２２１の前端部は、点状光源１４
の発光面と略一致する前方端辺２２３を有すると共に、点状光源１４（図１）と重なる位
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置に、後述する第１導体層２０の一対のランド部２０１を露出させるための、前方端辺２
２３から後方へ向かって延びる切欠き２２４が形成されている。
【００２４】
　第１導体層２０には、点状光源１４の一対の電極端子が電気的に接続される一対のラン
ド部２０１が含まれている。一対のランド部２０１は、回路基板１６をベースフィルム１
８の第１面側から平面視したとき（図２（ａ）参照）、第１カバーレイフィルム２２の切
欠き２２４から、直線状に配置された状態で露出している。
　ベースフィルム１８は、回路基板１６を平面視して、点状光源１４の発光面１４ａと略
一致する前方端辺１８１を有すると共に、点状光源１４と重なる位置に、前方端辺１８１
から後方へ向かって延びる切欠き１８２が形成されている。換言すれば、ベースフィルム
１８は、点状光源１４よりも前方部分と、第１導体層２０の一対のランド部２０１の間と
を除いた部分に配置されている。又、ベースフィルム１８の前方端辺１８１と切欠き１８
２とによって、ベースフィルム１８の第１面に積層された第１導体層２０の外形が定めら
れる。そして、第１導体層２０は、前方端辺１８１及び切欠き１８２に沿った不連続の外
形となることで、第１導体層２０には、点状光源１４の一対の電極端子が電気的に接続さ
れる一対のランド部２０１が形成される。
【００２５】
　第２導体層２４は、点状光源１４の接続形態（数、配列、電極端子の位置等）に応じて
、適宜パターン化されて構成されている。又、第２導体層２４はベースフィルム１８の第
２面に積層されているが、ベースフィルム１８の第１面に積層された第１導体層２０とは
、ベースフィルム１８を厚み方向に貫通するスルーホール（図示省略）を介して、電気的
に接続されている。
【００２６】
　第２カバーレイフィルム２６は、全可視光を吸収する黒色部材から構成されている。又
、第２カバーレイフィルム２６の平面視における外形は、回路基板１６の外形（図２（ａ
）参照）と略一致する形状に構成されている。そして、上述したベースフィルム１８及び
第１カバーレイフィルム２２の外形との関係から、回路基板１６をベースフィルム１８の
第１面側から平面視したとき、点状光源１４の発光面１４ａ（図１参照）からの光の出射
方向前方部分と、一対のランド部２０１間の部分に、第２カバーレイフィルム２６が露出
することとなる。
【００２７】
　図１には、導光板１２の入光面１２ｃと、第２カバーレイフィルム２６の前方端辺２６
１との位置関係が示されている。図１から理解されるように、回路基板１６を平面視した
ときの、第２カバーレイフィルム２６の、点状光源１４の光の出射方向前方部分が、導光
板１２の主面１２ａ、１２ｂと重なるようにして配置される。そして、第２カバーレイフ
ィルム２６の、点状光源１４の光の出射方向前方部分と、導光板１２の主面１２ａ、１２
ｂとの重合部分において、第２カバーレイフィルム２６は、導光板１２の主面１２ｂに対
して、例えば両面テープを介して接着固定される。
　なお、図示は省略するが、点状光源１４の数は図示の二つないし複数に限定されるもの
ではなく、単数であっても良い。又、図１の例では、回路基板１６は導光板１２の出射面
１２ａと対向する主面１２ｂ側に配置されているが、必要に応じて、回路基板１６を出射
面１２ａ側に配置することとしても良い。
【００２８】
　さて、上記構成をなす、本発明の実施の形態によれば、次のような作用効果を得ること
が可能である。
　すなわち、点状光源１４の発光面１４ａから光軸方向（点状光源の発光面に垂直な方向
）に向かって出射された光（図３の符号Ｌ３参照）は、導光板１２の入光面１２ｃに入射
し、導光板１２内を進行する過程で適切に光路変更され、出射面１２ａから出射される。
一方、点状光源１４の発光面１４ａから光軸方向に対し傾斜する方向に向かって出射され
た光（図３の符号Ｌ１、Ｌ２参照）のうち、点状光源１４が実装される回路基板１６をベ
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ースフィルム１８の第１面側から平面視したときの（図１（ａ）、図２（ａ）参照）、点
状光源１４の発光面１４ｃからの光の出射方向前方部分と、一対のランド部２０１間の部
分に進行する光は、回路基板１４の当該部分に露出する第２カバーレイフィルム２６に吸
収される。従って、導光板１２の入光面１２ｃに入射する光のうち、点状光源１４の発光
面１４ｃから光軸に対して傾斜する方向に出射される光の比率が減少し、その結果、導光
板１４の出射面１２ａから出射される光に占める、点状光源１２の発光面１２ａから光軸
方向に向かって出射された光の比率が増大することとなる。
【００２９】
　そして、点状光源１４が、図３に示されるものと同様に青色ＬＥＤチップ１０２と黄色
蛍光体１０４とを有するものであることから、青色ＬＥＤチップ１０２の青色光と、この
光を吸収した黄色蛍光体１０４が発光する黄色光との混色により、白色に見える発光スペ
クトルを実現するものである。そして、点状光源１４の発光面１４ａから光軸に対して傾
斜する方向に出射される光は、光軸との角度がより大きいほど、黄色味を帯びる傾向があ
り、かつ、導光板１２の出射面１２ａの入光面１２ｃ寄りの領域から出射する傾向がある
。この黄色味を帯びた光が、回路基板１４をベースフィルム１８の第１面側から平面視し
たときの、点状光源１４の発光面１４ａからの光の出射方向前方部分と、一対のランド部
２０１間の部分に露出する、黒色部材から構成された第２カバーレイフィルム２６によっ
て吸収される。このため、導光板１２の入光面１２ｃに入射する光のうち、点状光源１４
の発光面１４ａから光軸に対して傾斜する方向に出射される黄色味を帯びた光（図３の符
号Ｌ１、Ｌ２参照）の比率が、減少することとなる。その結果、面状照明装置１０の色む
らを軽減することが可能となり、面状照明装置１０の更なる薄型化を促進することが可能
となる。
【００３０】
　なお、応用例として、第２カバーレイフィルム２６を、全可視光を吸収する黒色部材で
はなく、少なくとも黄色光、（点状光源１４を構成する、図３に示される白色ＬＥＤ１０
０の黄色蛍光体１０４が発光する色）を吸収する性質を有する部材で構成することとして
も良い。一例として、青色光以外の光を吸収する青色部材からなる、青色カバーレイフィ
ルムを用いることも可能である。この場合には、点状光源１４の発光面１４ａから光軸に
対して傾斜する方向に出射される光から黄色味が減少した状態で、導光板１２の入光面１
２ｃに入射して、出射面１２ａからの出射光に加わることとなる。その結果、面状照明装
置１０の色むらの低減と共に、輝度の向上が期待できることとなる。
【００３１】
　又、本発明の実施の形態に係る面状照明装置１０は、回路基板１６を平面視したときの
、第２カバーレイフィルム２６の、点状光源１４の光の出射方向前方部分が、導光板１２
の主面１２ａ、１２ｂと重なるようにして配置されるが、この部分は、上記のごとく、回
路基板１６をベースフィルム１８の第１面側から平面視した状態で、第２カバーレイフィ
ルム２６が露出している。すなわち、回路基板１６の当該部分は、上記多層構造のうちの
第２カバーレイフィルム２６以外の要素が存在せず、第２カバーレイフィルム２６が直接
的に導光板１２の主面１２ａ、１２ｂと重なることとなる。このため、回路基板１６と導
光板１２との重合部分における厚みは、導光板１２の厚みに第２カバーフィルム２６の厚
みを加えたもの（若しくはこれに両者を固定する両面テープ等の接着層の厚みを加えたも
の）に収まることとなり、面状照明装置１０の更なる薄型化を促進することが可能となる
。
【００３２】
　又、ベースフィルム１８が、回路基板１６を平面視して、点状光源１４の発光面１４ａ
と略一致する前方端辺１８１を有すると共に、点状光源１４と重なる位置に、前方端辺１
８１から後方へ向かって延びる切欠き１８２が形成されることで、ベースフィルム１８の
第２面に積層される第２カバーレイフィルム２６は、回路基板１６をベースフィルムの第
１面側から平面視したとき、前方端縁１８１の更に前方及び切欠き１８２の部分において
露出し、上記作用効果が得られるものである。
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【符号の説明】
【００３３】
　１０ 面状照明装置、１２導光板、１２ａ：出射面、１２ｂ：出射面と対向する主面、
１２ｃ：入光面、１４：点状光源、１６：回路基板、　１８：ベースフィルム、　１８１
：前方端辺、　１８２：切欠き、　２０：第１導体層、　２０１：一対のランド部、　２
２：第１カバーレイフィルム、　２２１：両端部、　２２２:連結部、　２２３：前方端
辺、　２２４：切欠き、　２４：第２導体層、　２６：第２カバーレイフィルム、　１０
０：白色ＬＥＤ、１０２：青色ＬＥＤチップ、１０４：黄色蛍光体

【図１】 【図２】
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【図３】
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